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亀岡市税条例（昭和30年亀岡市条例第39号）新旧対照表 

現   行 改 正 後（案） 

（亀岡市行政手続条例の適用除外） 

第4条 亀岡市行政手続条例（平成8年亀岡市条例第25号）第3条又は第

4条に定めるもののほか、市税に関する条例又は規則等の規定による

処分その他公権力の行使に当たる行為については、同条例第2章及び

第3章                 の規定は、適用しない。 

（亀岡市行政手続条例の適用除外） 

第4条 亀岡市行政手続条例（平成8年亀岡市条例第25号）第3条又は第

4条に定めるもののほか、市税に関する条例又は規則等の規定による

処分その他公権力の行使に当たる行為については、同条例第2章（第

8条を除く。）及び第3章（第14条を除く。）の規定は、適用しない。 

2  （略） 2  （略） 

（寄附金税額控除） （寄附金税額控除） 

第34条  （略） 第34条  (略) 

2 前項の特例控除額は、法第314条の7第2項            

                     に定めるところによ

り計算した金額とする。 

2 前項の特例控除額は、法第314条の7第2項（法附則第5条の6第2項の

規定により読み替えて適用される場合を含む。）に定めるところによ

り計算した金額とする。 

（固定資産税の納税義務者等） （固定資産税の納税義務者等） 

第52条  (略) 第52条  (略) 

2～4  (略) 2～4  (略) 

5 土地区画整理法（昭和29年法律第119号）による土地区画整理事業

（農住組合法（昭和55年法律第86号）第8条第1項の規定により土地

区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業

及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成9

年法律第49号）第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適

用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第

45条第1項第1号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の

供給の促進に関する特別措置法（昭和50年法律第67号）による住宅

街区整備事業を含む。以下この項において同じ。）又は土地改良法（昭

和24年法律第195号）による土地改良事業（独立行政法人森林総合研

究所が独立行政法人森林総合研究所法（平成11年法律第198号）附則

5 土地区画整理法（昭和29年法律第119号）による土地区画整理事業

（農住組合法（昭和55年法律第86号）第8条第1項の規定により土地

区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業

及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成9

年法律第49号）第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適

用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第

45条第1項第1号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の

供給の促進に関する特別措置法（昭和50年法律第67号）による住宅

街区整備事業を含む。以下この項において同じ。）又は土地改良法（昭

和24年法律第195号）による土地改良事業（独立行政法人森林総合研

究所が独立行政法人森林総合研究所法（平成11年法律第198号）附則



第9条第1項又は第11条第1項の規定により行う旧独立行政法人緑資

源機構法（平成14年法律第130号）第11条第1項第7号イの事業又は旧

農用地整備公団法（昭和49年法律第43号）第19条第1項第1号イの事

業を含む。）の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定

めるところによって仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若し

くは収益することができる土地（以下この項において「仮換地等」

と総称する。）の指定があった場合又は土地区画整理法による土地区

画整理事業の施行者が同法第100条の2（農住組合法第8条第1項及び

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1

項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地

の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含

む。）の規定によって管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用

するもの（以下この項において「仮使用地」という。）がある場合に

おいては、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益す

ることができることとなった日から換地処分の公告がある日又は換

地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあっては当該

仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台

帳に所有者として登記又は登録されている者をもって、仮使用地に

あっては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮

使用地の使用者をもって、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係

る第1項の所有者とみなし、換地処分の公告があった日又は換地計画

の認可の公告があった日から換地又は保留地を取得した者が登記簿

に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間

は、当該換地又は保留地を取得した者をもって当該換地又は保留地

に係る同項の所有者とみなす。 

第9条第1項又は第11条第1項の規定により行う旧独立行政法人緑資

源機構法（平成14年法律第130号）第11条第1項第7号イの事業又は旧

農用地整備公団法（昭和49年法律第43号）第19条第1項第1号イの事

業を含む。）の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定

めるところによって仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若し

くは収益することができる土地（以下この項において「仮換地等」

と総称する。）の指定があった場合又は土地区画整理法による土地区

画整理事業の施行者が同法第100条の2（農住組合法第8条第1項及び

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1

項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地

の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含

む。）の規定によって管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用

するもの（以下この項において「仮使用地」という。）がある場合に

おいては、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益す

ることができることとなった日から換地処分の公告がある日又は換

地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあっては当該

仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台

帳に所有者として登記又は登録されている者をもって、仮使用地に

あっては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮

使用地の使用者をもって、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係

る第1項の所有者とみなし、換地処分の公告があった日又は換地計画

の認可の公告があった日から換地又は保留地を取得した者が登記簿

に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間

は、当該換地又は保留地を取得した者をもって当該換地又は保留地

に係る同項の所有者とみなす。 

6  (略) 6  (略) 

（特別土地保有税の納税義務者等） （特別土地保有税の納税義務者等） 

第107条  (略) 第107条  (略) 



2・3  (略) 2・3  (略) 

4 土地区画整理法による土地区画整理事業（農住組合法第8条第1項の

規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1

項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関

する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用さ

れる密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条

第1項第1号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給

の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業を含む。次項に

おいて同じ。）又は土地改良法による土地改良事業（独立行政法人森

林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法附則第9条第1項の規

定により行う旧独立行政法人緑資源機構法第11条第1項第7号イの事

業を含む。）の施行に係る土地について法令の定めるところによって

仮換地又は一時利用地（以下この項において「仮換地等」という。）

の指定があった場合において、当該仮換地等である土地について使

用し、又は収益することができることとなった日以後においては、

当該仮換地等である土地に対応する従前の土地（以下この項におい

て「従前の土地」という。）の取得又は所有をもって当該仮換地等で

ある土地の取得又は所有とみなし、当該従前の土地の取得者又は所

有者を第1項の土地の所有者又は取得者とみなして、特別土地保有税

を課する。 

4 土地区画整理法による土地区画整理事業（農住組合法第8条第1項の

規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1

項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関

する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用さ

れる密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条

第1項第1号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給

の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業を含む。次項に

おいて同じ。）又は土地改良法による土地改良事業         
                                 
                                 
     の施行に係る土地について法令の定めるところによって

仮換地又は一時利用地（以下この項において「仮換地等」という。）

の指定があった場合において、当該仮換地等である土地について使

用し、又は収益することができることとなった日以後においては、

当該仮換地等である土地に対応する従前の土地（以下この項におい

て「従前の土地」という。）の取得又は所有をもって当該仮換地等で

ある土地の取得又は所有とみなし、当該従前の土地の取得者又は所

有者を第1項の土地の所有者又は取得者とみなして、特別土地保有税

を課する。 

5  (略) 5  (略) 

   附 則    附 則 

（延滞金の割合等の特例） （延滞金の割合等の特例） 

第3条の2 当分の間、第19条、第41条第2項、第46条第3項、第48条第2

項、第51条の12第2項、第51条の13、第69条第2項、第92条第5項、第

95条第2項、第115条第2項（第116条の7において準用する場合を含

む。）及び第116条第2項（第116条の7において準用する場合を含む。）

に規定する延滞金の             年7.3パーセント

第3条の2 当分の間、第19条、第41条第2項、第46条第3項、第48条第2

項、第51条の12第2項      、第69条第2項、第92条第5項、第

95条第2項、第115条第2項（第116条の7において準用する場合を含

む。）及び第116条第2項（第116条の7において準用する場合を含む。）

に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセント



の割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合（各年

の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法（平成9年法律第

89号）第15条第1項第1号の規定により定められた商業手形の基準割

引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。）が年7.3パー

セントの割合に満たない場合は、その年中においては、当該特例基

準割合（当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを

切り捨てる。                         

                               

                               

                               

          ）とする。 

の割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合（当該

年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割

合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条におい

て同じ                          。）が年7.3パー

セントの割合に満たない場合は、その年（以下この条において「特

例基準割合適用年」という。）中においては、年14.6パーセントの

割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年

7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合

にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割

合（当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、

年7.3パーセントの割合）とする。 

 （新設） 2  当分の間、第51条の13に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合

は、同条の規定にかかわらず、特例基準割合適用年中においては、

当該特例基準割合適用年における特例基準割合とする。 

（納期限の延長に係る延滞金の特例） （納期限の延長に係る延滞金の特例） 

第4条 当分の間、日本銀行法           第15条第1項（第

1号に係る部分に限る。）の規定により定められる商業手形の基準割

引率が年5.5パーセントを超えて定められる日からその後年5.5パー

セント以下に定められる日の前日までの期間（以下本項      

                               

                               

         において「特例期間」という。）内（法人税法

第75条の2第1項（同法第145条第1項において準用する場合も含む。）

の規定により延長された法第321条の8第1項に規定する申告書の提

出期限又は法人税法第81条の24第1項の規定により延長された法第

321条の8第4項に規定する申告書の提出期限が当該年5.5パーセント

以下に定められる日以後に到来することとなる市民税に係る申告基

準日が特例期間内に到来する場合には、 当該市民税に係る第51条

第4条 当分の間、日本銀行法（平成9年法律第89号）第15条第1項（第

1号に係る部分に限る。）の規定により定められる商業手形の基準割

引率が年5.5パーセントを超えて定められる日からその後年5.5パー

セント以下に定められる日の前日までの期間（当該期間内に前条第2

項の規定により第51条の13に規定する延滞金の割合を同項に規定す

る特例基準割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間

を除く。以下この項において「特例期間」という。）内（法人税法

第75条の2第1項（同法第145条第1項において準用する場合も含む。）

の規定により延長された法第321条の8第1項に規定する申告書の提

出期限又は法人税法第81条の24第1項の規定により延長された法第

321条の8第4項に規定する申告書の提出期限が当該年5.5パーセント

以下に定められる日以後に到来することとなる市民税に係る申告基

準日が特例期間内に到来する場合における当該市民税に係る第51条



の13の規定による延滞金については、当該年5.5パーセントを超えて

定められる日から当該延長された申告書の提出期限までの期間内）

は、特例期間内にその申告基準日の到来する市民税に係る第51条の

13に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同条及び前条   

の規定にかかわらず、当該年7.3パーセントの割合と当該申告基準日

における当該商業手形の基準割引率のうち年5.5パーセントの割合

を超える部分の割合を年0.25パーセントの割合で除して得た数を年

0.73パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合（当

該合計した割合が年12.775パーセントの割合を超える場合には、年

12.775パーセントの割合）とする。 

の13の規定による延滞金については、当該年5.5パーセントを超えて

定められる日から当該延長された申告書の提出期限までの期間内）

は、特例期間内にその申告基準日の到来する市民税に係る第51条の

13に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同条及び前条第2

項の規定にかかわらず、当該年7.3パーセントの割合と当該申告基準

日における当該商業手形の基準割引率のうち年5.5パーセントの割

合を超える部分の割合を年0.25パーセントの割合で除して得た数を

年0.73パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合

（当該合計した割合が年12.775パーセントの割合を超える場合に

は、年12.775パーセントの割合）とする。 
2  (略) 2  (略) 

（公益法人等に係る市民税の課税の特例） （公益法人等に係る市民税の課税の特例） 

第4条の2 当分の間、租税特別措置法第40条第3項後段（同条第6項か

ら第9項2までの規定によりみなして適用する場合を含む。）の規定

の適用を受けた同法第40条第3項に規定する公益法人等（同条第6項

から第9項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなさ

れる法人を含む。）を同法第40条第3項に規定する贈与又は遺贈を

行った個人とみなして、令附則第3条の2の3で定めるところにより、

これに同項に規定する財産（租税特別措置法第40条第6項から第9項 

 までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含

む。）に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に

係る市民税の所得割を課する。 

第4条の2 当分の間、租税特別措置法第40条第3項後段（同条第6項か

ら第10項までの規定によりみなして適用する場合を含む。）の規定

の適用を受けた同法第40条第3項に規定する公益法人等（同条第6項

から第10項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなさ

れる法人を含む。）を同法第40条第3項に規定する贈与又は遺贈を

行った個人とみなして、令附則第3条の2の3で定めるところにより、

これに同項に規定する財産（租税特別措置法第40条第6項から第10

項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含

む。）に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に

係る市民税の所得割を課する。 

第7条の3の2 平成22年度から平成35年度までの各年度分の個人の市

民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別

措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合（居住年

が平成11年から平成18年まで又は平成21年から平成25年までの各年

である場合に限る。）において、前条第1項の規定の適用を受けない

ときは、法附則第5条の4の2第5項                

第7条の3の2 平成22年度から平成39年度までの各年度分の個人の市

民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別

措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合（居住年

が平成11年から平成18年まで又は平成21年から平成29年までの各年

である場合に限る。）において、前条第1項の規定の適用を受けない

ときは、法附則第5条の4の2第6項（同条第9項の規定により読み替え



             に規定するところにより控除すべき額

を、当該納税義務者の第33条及び第33条の4の規定を適用した場合の

所得割の額から控除する。 

て適用される場合を含む。）に規定するところにより控除すべき額

を、当該納税義務者の第33条及び第33条の4の規定を適用した場合の

所得割の額から控除する。 

2・3  (略) 2・3  (略) 

（寄附金税額控除における特例控除額の特例） （寄附金税額控除における特例控除額の特例） 

第7条の4 第34条の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義務者

が、法第314条の7第2項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する

場合又は第33条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額

及び課税山林所得金額を有しない場合であって、当該納税義務者の

前年中の所得について、附則第16条の3第1項、附則第16条の4第1項、

附則第17条第1項、附則第18条第1項、附則第19条第1項又は附則第20

条の2第1項の規定の適用を受けるときは、第34条第2項に規定する特

例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第5条の5第2項   

                               

に定めるところにより計算した金額とする。 

第7条の4 第34条の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義務者

が、法第314条の7第2項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する

場合又は第33条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額

及び課税山林所得金額を有しない場合であって、当該納税義務者の

前年中の所得について、附則第16条の3第1項、附則第16条の4第1項、

附則第17条第1項、附則第18条第1項、附則第19条第1項又は附則第20

条の2第1項の規定の適用を受けるときは、第34条第2項に規定する特

例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第5条の5第2項（法附

則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）

に定めるところにより計算した金額とする。 

（読替規定） （読替規定） 

第10条 法附則第15条、第15条の2、又は第15条の3の規定の適用があ

る各年度分の固定資産税に限り、第57条第8項中「又は第349条の5」

とあるのは「若しくは第349条の5又は法附則第15条、第15条の2、若

しくは第15条の3」とする。 

第10条 法附則第15条、第15条の2 又は第15条の3の規定の適用がある

各年度分の固定資産税に限り、第57条第8項中「又は第349条の5」と

あるのは「若しくは第349条の5又は法附則第15条、第15条の2若しく

は  第15条の3」とする。 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所

得に係る市民税の課税の特例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所

得に係る市民税の課税の特例） 

第17条の2  (略) 第17条の2  (略) 

2  (略) 2  (略) 

3 第1項（前項において準用する場合を含む。）の場合において、所

得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第

33条から第33条の4まで、第34条から第35条の2まで、第36条の2、第

36条の5、第37条、第37条の4から第37条の7まで又は第37条の9の2

3 第1項（前項において準用する場合を含む。）の場合において、所

得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第

33条から第33条の4まで、第34条から第35条の2まで、第36条の2、第

36条の5、第37条、第37条の4から第37条の7まで、第37条の9の4又は



から第37条の9の5までの規定の適用を受けるときは、当該土地等の

譲渡は、第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定

する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみな

す。 

第37条の9の5    の規定の適用を受けるときは、当該土地等の

譲渡は、第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定

する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみな

す。 

（東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長

等の特例） 

（東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長

等の特例） 

第22条の2 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが

東日本大震災（平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及

びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。）により滅失

（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する

法律（平成23年法律第29号。以下この項及び次条において「震災特

例法」という。）第11条の6第1項に規定する滅失をいう。以下この

項において同じ。）をしたことによってその居住の用に供すること

ができなくなった所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋

の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利の譲

渡（震災特例法第11条の4第6項に規定する譲渡をいう。）をした場

合には、附則第17条第1項中「第36条」とあるのは「第36条（東日本

大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平

成23年法律第29号）第11条の6第1項の規定により適用される場合を

含む。）」と、「同法第31条第1項」とあるのは「租税特別措置法第

31条第1項」と、附則第17条の2第3項中「第37条の9の5まで」とある

のは「第37条の9の5まで（東日本大震災の被災者等に係る国税関係

法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用され

る場合を含む。）」と、附則第17条の3第1項中「租税特別措置法第

31条の3第1項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関

係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用さ

れる租税特別措置法第31条の3第1項」と、附則第18条第1項中「第36

条」とあるのは「第36条（東日本大震災の被災者等に係る国税関係

第22条の2 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが

東日本大震災（平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及

びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。次項において

同じ。）により滅失（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律

の臨時特例に関する法律（平成23年法律第29号。以下この条及び次

条において「震災特例法」という。）第11条の6第1項に規定する滅

失をいう。以下この項及び次項において同じ。）をしたことによっ

てその居住の用に供することができなくなった所得割の納税義務者

が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等（同

条第1項に規定する土地等をいう。次項において同じ。）の譲渡（震

災特例法第11条の4第6項に規定する譲渡をいう。次項において同

じ。）をした場合には、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句として、附則第17

条、附則第17条の2、附則第17条の3又は附則第18条の規定を適用す

る。 

附則第17条

第1項 

第35条第1

項 

第35条第1項（東日本大震災の被災者等

に係る国税関係法律の臨時特例に関す

る法律（平成23年法律第29号）第11条

の6第1項の規定により適用される場合

を含む。） 

同法第31条

第1項 

租税特別措置法第31条第1項 



法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用され

る場合を含む。）」と、「同法第32条第1項」とあるのは「租税特別

措置法第32条第1項」として、附則第17条、附則第17条の2、附則第

17条の3又は附則第18条の規定を適用する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附則第17条

の2第3項 

第35条の2

まで、第36

条の2、第36

条の5 

第34条の3まで、第35条（東日本大震災

の被災者等に係る国税関係法律の臨時

特例に関する法律第11条の6第1項の規

定により適用される場合を含む。）、

第35条の2、第36条の2若しくは第36条

の5（これらの規定が東日本大震災の被

災者等に係る国税関係法律の臨時特例

に関する法律第11条の6第1項の規定に

より適用される場合を含む。） 

附則第17条

の3第1項 

租税特別措

置法第31条

の3第1項 

東日本大震災の被災者等に係る国税関

係法律の臨時特例に関する法律第11条

の6第1項の規定により適用される租税

特別措置法第31条の3第1項 

附則第18条

第1項 

第35条第1

項 

第35条第1項（東日本大震災の被災者等

に係る国税関係法律の臨時特例に関す

る法律第11条の6第1項の規定により適

用される場合を含む。） 

同法第32条

第1項 

租税特別措置法第32条第1項 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

2 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大

震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することがで

きなくなった所得割の納税義務者（以下この項において「被相続人」

という。）の相続人（震災特例法第11条の6第2項に規定する相続人

をいう。以下この項において同じ。）が、当該滅失をした旧家屋（同

条第2項に規定する旧家屋をいう。以下この項において同じ。）の敷

地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合（当該譲渡の時まで

の期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に供していない場合に限る。）における当該土地等（当該土地等の

うちにその居住の用に供することができなくなった時の直前におい

て旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるとき

は、当該土地等のうち０当該部分以外の部分に係るものに限る。以

下この項において同じ。）の譲渡については、当該相続人は、当該

旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として令附則第27条の2

第4項で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前におい

て当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたもの

とそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第17条、

附則第17条の2、附則第17条の3又は附則第18条の規定を適用する。 

2 前項の規定は、同項   の規定の適用を受けようとする年度分の第

35条の3第1項の規定による申告書（その提出期限後において市民税

の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時まで

に提出された第35条の4第1項の確定申告書を含む。）に、前項 の

規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき（これらの申告書

にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認

めるときを含む。）に限り、適用する。 

3 前2項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年度分の第

35条の3第1項の規定による申告書（その提出期限後において市民税

の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時まで

に提出された第35条の4第1項の確定申告書を含む。）に、これらの

規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき（これらの申告書

にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認

めるときを含む。）に限り、適用する。 

（東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特

例） 

（東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特

例） 

第23条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第13

条第1項の規定の適用を受けた場合における附則第7条の3及び附則

第7条の3の2の規定の適用については、附則第7条の3第1項中「租税

特別措置法第41条又は第41条の2の2」とあるのは「東日本大震災の

被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成23年法

律第29号）第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別

措置法第41条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第41

条の2の2」と、「法附則第5条の4第6項」とあるのは「法附則第45

条第3項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4第6項」

第23条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第13

条第1項の規定の適用を受けた場合における附則第7条の3及び附則

第7条の3の2の規定の適用については、附則第7条の3第1項中「租税

特別措置法第41条又は第41条の2の2」とあるのは「東日本大震災の

被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成23年法

律第29号）第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別

措置法第41条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第41

条の2の2」と、「法附則第5条の4第6項」とあるのは「法附則第45

条第4項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4第6項」



と、附則第7条の3の2第1項中「租税特別措置法第41条又は第41条の2

の2」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨

時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用され

る租税特別措置法第41条又は同項の規定により適用される租税特別

措置法第41条の2の2」と、「法附則第5条の4の2第5項                                     

                     」とあるのは「法附

則第45条第3項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4

の2第5項」と、同条第2項第2号中「租税特別措置法第41条の2の2」

とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特

例に関する法律第13条第1項の規定により適用される租税特別措置

法第41条の2の2」とする。 

と、附則第7条の3の2第1項中「租税特別措置法第41条又は第41条の2

の2」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨

時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用され

る租税特別措置法第41条又は同項の規定により適用される租税特別

措置法第41条の2の2」と、「法附則第5条の4の2第6項（同条第9項の

規定により読み替えて適用される場合を含む。）」とあるのは「法附

則第45条第4項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4

の2第6項」と、同条第2項第2号中「租税特別措置法第41条の2の2」

とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特

例に関する法律第13条第1項の規定により適用される租税特別措置

法第41条の2の2」とする。 

2 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第13条第3

項若しくは第4項又は第13条の2第1項から第5項までの規定の適用を

受けた場合における附則第7条の3及び第7条の3の2の規定の適用に

ついては、附則第7条の3第1項中「法附則第5条の4第6項」とあるの

は「法附則第45条第4項の規定により読み替えて適用される法附則第

5条の4第6項」と、附則第7条の3の2第1項中「法附則第5条の4の2第5

項                                                        」

とあるのは「法附則第45条第4項の規定により読み替えて適用される

法附則第5条の4の2第5項                                             

                       」とする。 

2 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第13条第3

項若しくは第4項又は第13条の2第1項から第6項までの規定の適用を

受けた場合における附則第7条の3及び第7条の3の2の規定の適用に

ついては、附則第7条の3第1項中「法附則第5条の4第6項」とあるの

は「法附則第45条第5項の規定により読み替えて適用される法附則第

5条の4第6項」と、附則第7条の3の2第1項中「法附則第5条の4の2第6

項（同条第9項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」

とあるのは「法附則第45条第5項の規定により読み替えて適用される

法附則第5条の4の2第6項（法附則第45条第6項の規定により読み替え

て適用される場合を含む。）」とする。 

附 則 附 則 

1～3  (略) 1～3  (略) 

4 第2項  の規定の適用を受ける宅地等に係る平成24年度から平成

26年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調

整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額（当該宅地等が当該

年度分の固定資産税について法第349条の3（第20項を除く。）又は法

4 附則第2項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成24年度から平成

26年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調

整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額（当該宅地等が当該

年度分の固定資産税について法第349条の3（第20項を除く。）又は法



附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等である

ときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該

宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし

た場合における都市計画税額に満たない場合にあっては、第2項  

 の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。) 

附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等である

ときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該

宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし

た場合における都市計画税額に満たない場合にあっては、附則第2

項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。) 

5 商業地等のうち当該商業地等当該年度の負担水準が0.6以上0.7以

下のものに係る平成24年度から平成26年度までの各年度分の都市計

画税の額は、第2項  の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年

度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該

商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3（第20項

を除く。）又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受け

る商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める

率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下「商

業地等据置都市計画税額」という。）とする。 

5 商業地等のうち当該商業地等当該年度の負担水準が0.6以上0.7以

下のものに係る平成24年度から平成26年度までの各年度分の都市計

画税の額は、附則第2項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年

度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該

商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3（第20項

を除く。）又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受け

る商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める

率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下「商

業地等据置都市計画税額」という。）とする。 

6 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を越える

ものに係る平成24年度から平成26年度までの各年度分の都市計画税

の額は、第2項  の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年

度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得

た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の

3（第20項を除く。）又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適

用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める

率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下「商

業地等調整都市計画税額」という。）とする。 

6 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を越える

ものに係る平成24年度から平成26年度までの各年度分の都市計画税

の額は、附則第2項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年

度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得

た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の

3（第20項を除く。）又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適

用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める

率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下「商

業地等調整都市計画税額」という。）とする。 

7～12  (略) 7～12  (略) 

13 法附則第15条第1項、第5項、第14項、第18項から第26項まで、第

28項、第30項、第32項若しくは第36項         、第15条の2第2項又

13 法附則第15条第1項、第12項、第16項から第24項まで、第26項、第

27項、第29項、第33項、第37項若しくは第38項、第15条の2第2項又



は第15条の3の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2

条第2項中「又は第28項」とあるのは「若しくは第28項又は法附則第

15条から第15条の3まで」とする。 

は第15条の3の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2

条第2項中「又は第28項」とあるのは「若しくは第28項又は法附則第

15条から第15条の3まで」とする。 

14  (略) 14  (略) 



亀岡市福祉医療費支給条例(昭和50年亀岡市条例第23号)新旧対照表 

現   行 改 正 後（案） 

(目的) (目的) 

第1条 この条例は、重度心身障害者(重度心身障害児を含む。)及び母

子家庭の母並びにその児童に対し医療費の一部(以下「福祉医療費」

という。)を支給することにより、健康の保持と 生活の安定に寄与

し、福祉の増進を図ることを目的とする。 

第1条 この条例は、重度心身障害者(重度心身障害児を含む。)並びに

母子家庭及び父子家庭  に対し医療費の一部(以下「福祉医療費」

という。)を支給することにより、健康の保持及び生活の安定に寄与

し、福祉の増進を図ることを目的とする。 

(医療費支給の対象者) (医療費支給の対象者) 

第2条 この条例により、福祉医療費の支給を受けることができる者

(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する者であっ

て、次の各号の一に該当する者    とする。 

第2条 この条例により、福祉医療費の支給を受けることができる者

(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する者であっ

て、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身

体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が身体障害者福祉法施行

規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級に

該当する者 

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身

体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が身体障害者福祉法施行

規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級に

該当する者 

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児

童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規

定する知的障害者更生相談所において、知能指数がおおむね35以

下と判定された者 

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児

童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規

定する知的障害者更生相談所において、知能指数がおおむね35以

下と判定された者 

(3) 身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が3級に該当し、か

つ、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知能指数が

おおむね50以下と判定された者 

(3) 身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が3級に該当し、か

つ、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知能指数が

おおむね50以下と判定された者 

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条に規定する健康診査 

                              

      受診以前の者のうち前3号に準ずる者で特に市長が

必要と認めた者 

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条に規定する健康診査

(同条第1項第2号の満3歳を超え満4歳に達しない幼児に対し行う

ものに限る。)受診以前の者のうち前3号に準ずる者で特に市長が

必要と認めた者 

(5) 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定 (5) 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条  に規定



する配偶者のない女子で、現に           満18歳に

到達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養して

いる者又はその満18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの

間にある児童 

する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもので、満18歳に

到達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養して

いる者又はその満18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの

間にある児童 

(6) 前号に準ずる児童で特に市長が必要と認めた児童 (6) 前号に準ずる者で特に市長が必要と認めたもの 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に   該当する者は、 

      支給対象としない。 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、福

祉医療費の支給対象としない。 

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていると

き。 

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていると

き。 

(2) 亀岡市老人医療費支給条例(昭和47年亀岡市条例第38号)によ

り老人医療費の支給を受けることができるとき。 

(2) 亀岡市老人医療費支給条例(昭和47年亀岡市条例第38号)によ

り老人医療費の支給を受けることができるとき。 

(医療費の支給範囲) (医療費の支給範囲) 

第3条 対象者が傷病について福祉医療費の支給を受けることができ

る範囲は、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた

場合において、当該医療に要する費用の額(医療保険各法の療養に要

する費用の額の算定方法により算定した額とする。)とし、高額療養

費及び家族療養費附加金の支給があった場合は、これらに相当する

額を控除した額とする。ただし、国民健康保険法(昭和33年法律第192

号)による療養の給付を受けた場合は、同法に規定する一部負担金に

相当する額とし、高額療養費の支給があった場合は、これに相当す

る額を控除した額とする。 

第3条 対象者が傷病について福祉医療費の支給を受けることができ

る範囲は、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた

場合において、被保険者若しくは組合員又は被扶養者が負担すべき

額以内                            
                               
       とする。ただし、附加給付その他法令の規定による

給付                             

                があった場合は、これに相当す

る額を控除した額とする。 

(支給の制限) (支給の制限) 

第4条 福祉医療費は、次に該当する場合は支給しない。 第4条 福祉医療費は、次に該当する場合は支給しない。 

(1) 第2条第1項第1号から第4号  に規定する者で、本人、その配

偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある

者を含む。)又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める

扶養義務者で主として対象者の生計を維持するものの前年の所得

(1月から7月までの間に受ける医療に係る医療費については、前前

(1) 第2条第1項第1号から第4号までに規定する者で、本人、その配

偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある

者を含む。)又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める

扶養義務者で主として対象者の生計を維持するものの前年の所得

(1月から7月までの間に受ける医療に係る医療費については、前々



年の所得。以下同じ。)が別に市長が定める額を超えるとき。 年の所得。以下同じ。)が別に市長が定める額を超えるとき。 

(2) 第2条第1項第5号及び第6号に規定する者で本人又は民法第877

条第1項に定める扶養義務者で、主として対象者の生計を維持する

ものの前年の所得が別に市長が定める額を超えるとき。 

(2) 第2条第1項第5号及び第6号に規定する者で本人又は民法第877

条第1項に定める扶養義務者で、主として対象者の生計を維持する

ものの前年の所得が別に市長が定める額を超えるとき。 

(受給者証の提示) (受給者証の提示) 

第7条 受給者は                        

 、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療

機関又は保険薬局、同法第86条第1項に規定する特定承認保険医療機

関、国民健康保険法第36条第3項の保険医療機関又は保険薬局及び同

法第53条第1項に規定する特定承認保険医療取扱機関(以下「保険医

療機関等」という。)において、医療を受ける場合には、当該保険医

療機関等に受給者証を提示しなければならない。 

第7条 前条の受給者証を交付された申請者(以下「受給者」という。)

は、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療

機関又は保険薬局及び同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事

業者                             

                        (以下「保険医

療機関等」という。)において、医療を受ける場合には、当該保険医

療機関等に受給者証を提示しなければならない。 

(現物給付) (現物給付) 

第8条 市長は、京都府の区域内にある保険医療機関等で医療を受けた

受給者に対し、福祉医療費として当該医療を受けた者に支給すべき

額の限度において、その者が当該医療に関し、当該保険医療機関等

に支払うべき費用をその者に代り 、当該保険医療機関等に支払う

ことができる。 

第8条 市長は、京都府の区域内にある保険医療機関等で医療を受けた

受給者に対し、福祉医療費として当該医療を受けた者に支給すべき

額の限度において、その者が当該医療に関し、当該保険医療機関等

に支払うべき費用をその者に代わり、当該保険医療機関等に支払う

ことができる。 

2 前項の規定による支払があったときは、受給者  に対し福祉医療

費の支給があったものとみなす。 

2 前項の規定による支払があったときは、当該受給者に対し福祉医療

費の支給があったものとみなす。 

(不当利得の返還) (不当利得の返還) 

第13条 偽りその他不正の行為によって福祉医療費の支給を受けた者

があるときは、市長はその者 から、その支給を受けた額に相当す

る金額の全部又は一部を返還させることができる。 

第13条 偽りその他不正の行為によって福祉医療費の支給を受けた者

があるときは、市長は、その者から、その支給を受けた額に相当す

る金額の全部又は一部を返還させることができる。 

 


